
（毎月発行）

宅建協会・保証協会「定時総会」を開催

「盛り土規正法」施行、規制の範囲拡大、罰則強化

サポートセンターの事業の紹介

第 18 期「定時株主総会」を開催

［売買］建物価値を超える補修費用が掛かる雨漏りを故意に告知しなかった売主の責任
［賃貸］借主に無断で内装や備品を撤去したことは自力救済である･･･

高齢期の住まいを快適に、マンションに住み替える　他

賃貸物件の火災保険のことなら、宅建ファミリー共済にお任せください！

土地も検査が必要な時代です！ 埋設物見舞金制度保証で契約後も安心！

静岡県警のエスピー君安心メール

静岡駅北口 マルイ跡地にホビーショップが進出　他

不動産コンサルティング技能試験の実施概要
動画配信によるＷＥＢ講座で効率よく学習 ･･･ 受験対策「基礎教育講座」

静岡県労働金庫
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「スマイミー静岡」情報

㈱静岡宅建サポートセンター

取引紛争の事例と解決
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代理店を募集しています！

UGRは地盤専門のパートナー

これが私の護身術！

Topics

地元静岡で受験できます！

提携金融機関より

▲ 海上の「県道223号」清水港土肥線
静岡市清水区の清水港と伊豆市土肥を結ぶフェリー航路
で、鈴与グループのエスパルスドリームフェリーが運航。
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（東京地判：Ｒ04.2.17）

建物価値を超える補修費用が掛かる雨漏りを故意に告知
しなかった売主の損害賠償責任が認められた事例

　令和元年 9月 18日、買主Ｘ（原告）は、不動産投資用
の戸建て物件を探していたところ、売主Ｙ（被告）からＺ
が賃借している本件物件を紹介された。そこでＸは、Ｙ側
媒介業者Ｂに雨漏り等がないかＹに確認を依頼した。する
とＢは、「雨漏り、シロアリ、水害、躯体の傾きはないよ
うです。内装はよくできていますが、あくまでもDIYで
の修復ですのでご承知おきください。」と回答した。
　令和元年 9月 27日、Ｘは、代金 350万円でＹとの間で
本件物件の売買契約を締結し、代金及び媒介手数料等を支
払った。本件契約の契約書及び本件契約に先立ち行われた�
重要事項説明書には、いずれも ①契約違反による契約解
除に関すること ②「本物件は築42年経過しており建物及
び付属設備等は耐用年数を過ぎていて、屋根、躯体、建物
構造部分、水道管、排水管、ガス管、電気配線等について
相当自然損耗、経年劣化が確認され、いつ壊れてもおかし
くない状態であります。」 ③「本物件は中古の為、現状有
姿でのお引き渡しとなり瑕疵担保責任及び付帯設備保証
は免責とします。」 ④「売主は対象不動産の隠れたる瑕疵
について一切の責任を負わないものとします。」等の記載
があった。また、同日付の物件状況確認書には、「本物件
は通常の経年変化によるほか、下記のとおりの状況であり
ます。」との文言の下に項目ごとのチェック欄があり、「雨
漏り」の項目には「現在まで雨漏りは発見していない。」
の欄にチェックが付されていた。
　しかし、Ｘは購入後間もなく、Ｚから雨漏り等が原因で�
退去することを知らされ、その内容をＹが承知していたこ
とが判明したことから、主位的に、不法行為（詐欺）によ
る損害 507万円余、予備的に、債務不履行解除、錯誤無効
等による損害441万円余を求める本件訴訟を提起した。

　裁判所は次のとおり判示し、Ｘの請求を認めた。
　（欺罔行為について）
　Ｘは、本件契約後、直ちにＺに挨拶したところ、1階和
室のカーテンが濡れており、壁にも染みがある上、部屋も
かび臭いので住める状態ではなく、近く退去する旨告げら
れた。驚いたＸは同日中に媒介業者を通じ、Ｙに契約解除
の意向を伝えたが、Ｙから即日解除は応じない旨の回答を
得た。Ｚは、平成 31年 4月に入居し、同年（令和元年）6
月ごろには上記の状態になり、管理会社に苦情の連絡をし、
管理会社はＹにもその状況を伝え、その修繕の予定であっ�

たが、日数がかかるなどから調整がついていなかった。ま
た、Ｙは、本件物件を購入し、内部を見分した時までに、
雨染みがあることを確認し、玄関部分の屋根の補修等は業
者に依頼し、その他の部分については工事関係の資格は有
していないが、日曜大工的に種々修理した。
　これらの事実から、Ｙは、本件契約に先立ち、本件物件
の 1階和室に本件物件の価値を大きく減ずる規模の雨漏
りが生じており、Ｚがこれを理由として退去する意向であ
ることを知っていながら、この事実を告げず、かえって「現
在まで雨漏りを発見していない。」とする物件状況確認書
をＸに交付し、かつ、事前のＸからの雨漏りの有無に係る
問い合わせに対し、その存在を否定する返答をしていたこ
とになる。Ｙは、本件物件に係る相当大規模な雨漏りの有
無という、投資用物件としての本件物件の資産価値を決定
的に左右する点について、故意にＸに対して虚偽の事実を
告知したものと言わざるを得ず、これは欺罔行為に当たり、
これにより本件契約に至ったというべきである。
　したがって、Ｙが、本件物件の資産価値についてＸに対
する欺罔行為を行い、それによる錯誤に陥らせた上で本件
契約を締結させ、代金を交付させたことで損害を被ったこ
とを理由として、Ｘは、Ｙに対し、不法行為に基づく損害
賠償請求権を有するものというべきである。
　（損害額について）
　Ｘは、本件物件代金として 345 万円余、司法書士代 9
万円余、媒介手数料 17万円余、計 371万円余を支払った
ほか、弁護士費用（着手金）33万円の合計 404万円余は
Ｙの欺罔行為と相当因果関係のあるＸの損害というべき
である。
　（契約解除について）
　以上によれば、Ｘの主位的請求は認定されることから予�
備的請求について、判断する必要はないことになるが、念
のため、その帰趨についても判断をしておくとすると、
Ｘは、雨漏りによって本件契約の目的（投資用不動産物件
の取得）を達することができず、民法 566条 1項前段の規
定及びこれを本件契約において具体化したものと解され
る 13条の規定により、本件契約を解除することができる
ものというべきである。
　（結論）
　以上のとおり、請求のうち404万円余は理由があるので
認容し、その余は理由がないので棄却する。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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借主に無断で内装や備品を撤去したことは自力救済であるとして
貸主に対する損害賠償請求が認められた事例

　Ｘは、平成 9年 6月頃から、敷金 550万円を預託し、Ａ
よりビル 1階の 1室 23 ㎡を借りてラーメン店を営んでい
た。本物件は、Ａの子であるＹ1が実態的に管理していた。
　本件賃貸借契約では、賃借人が2か月分以上賃料の支払
を怠った時は、賃貸人は無催告解除できる事とされていた。
　Ｘは、平成30年 12月以降の賃料を支払わないまま、平
成31年1月16日から2月21日までの間、心筋梗塞の治療
のため入院した。
　Ｙ1は、Ｘが入院することは聞いていたものの、賃料を
支払わないままラーメン店の営業をしなくなったことか
ら、本件賃貸借契約は終了したものと考え、Ｘに未払賃料
についての催告や本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示�
をすることなく、本件建物内の内装や造作を取り外し、備
品等の動産類を廃棄した。
　これと前後して、Ａは平成30年 12月 4日に死亡。Ａの
相続人にはＹ1、Ｙ2、Ｙ3（以下、「Ｙら」という。）がいた
が、Ｙ2、Ｙ3は本件物件の管理に関与していなかった。
　借主Ｘは、退院後、Ｙ1が店舗内の内装や造作を取り外
し、備品等を廃棄するなどしたことにより損害を被ったと
主張して、債務不履行又は不法行為に基づき、Ｙらに対し、
損害賠償金640万円余の連帯支払を求めるとともに、敷金
550万円の返還を求める本件訴訟を提起した。

　裁判所は、借主Ｘの請求を一部認容した。
［債務不履行又は不法行為の成否］
　Ｙ1がＸに無断で本件建物の内装や造作を取り外し、備
品等を廃棄してＸの占有を排除することにより、Ｘが本件
建物を使用することを妨げたことから、Ｙらは、Ｘに本件
建物を使用収益させるべき賃貸人としての債務を履行しな
かったというべきである（Ｙ1については、前記の態様等に�
照らせば、自力救済としてＸに対する不法行為も構成する
と認められる）。
　Ｙ1は、Ｘが本件建物の賃料を 2か月分滞納したまま、
所在が分からなくなったから、本件賃貸借契約は終了した
旨主張する。
　しかし、本件賃貸借契約において、2か月分以上の賃料
の支払を怠ったときに無催告解除することができるとの規
定があったとしても、当然に本件賃貸借契約が終了するも
のでないことはもちろん、賃貸人において、司法手続を経
ず、自ら実力を行使して賃借人の占有を排除することによ
り自己の権利を実現することは許されない（自力救済禁止

の原則）から、Ｙ1の主張は採用できない。
　以上によれば、Ｙらは、本件行為について連帯して債務
不履行責任を負い、これによって生じた損害を賠償すべき
である。

［損害額］
　（ア：営業損害）
　Ｘが経営していたラーメン店は、営業利益が上がってい
たとは認められないから、営業損害を認める事はできない。
　（イ：営業再開費用）
　Ｘは、Ｙらに対し、取り外された内装、造作や廃棄され
た備品等の物的損害のほか、本件建物と同等の建物におい
てラーメン店の営業を再開するのに必要な費用のうち相当
な範囲についての賠償を請求することができ、Ｘが被った
損害として 100万円を認める。
　（ウ：慰謝料）
　本件行為の態様、その他一切の事情を考慮すれば、本件
行為による慰謝料として 30万円を認める。
　なお、Ｙ2及びＹ3は、Ｙ1による行為に積極的に関与し
たものではないが、Ｙらの債務不履行により、Ｘがラーメ
ン店を営業することができなくなるという重大な結果を招
いたのであるから、Ｙ2及びＹ3も前記慰謝料の支払義務を
免れない。

［返還すべき敷金の額］
　本件賃貸借契約は、本件行為により、平成31年 2月 21�
日に履行不能により終了したものと認められ、Ｙらは敷金
返還債務を負うところ、Ｘは平成30年 12月 1日以降の賃
料を支払っていないのであるから、同日から平成 31年 2
月21日までの未払賃料53万円余に当然充当されるものと
解される（最判平 14・3・28民集 56巻 3号 689頁）。
　したがって、Ｙらは、Ｘに対し、これを控除した 496万
円余の敷金返還債務を負う。
　Ｙ1は、敷金から原状回復費用を控除すべき旨主張する
が、本件賃貸借契約はＹ1が自力救済したことにより終了
したのであって、このような場合にはＸが原状回復義務を
負うとは解されない。

　借主が滞納したまま行方不明になった状況において、管
理業者が貸主から対応方法の相談を受けた場合には、自力
救済行為により貸主に損害賠償責任が生じる事を説明し、
賃貸借契約解除や建物明け渡しの提訴を行うなど適正な法
的措置を弁護士に依頼するよう助言することが必要であ
る。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.3.10）
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森崎さんの子どもたちは、リビングの黒

い壁でお絵かきを楽しむ＝森崎さん提供

長野さん宅では、出窓の下を磁石が付く塗料

で黒板風に仕上げた＝ロハススタジオ提供
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提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 37 40 50 ― 127件
金額 37億4,619万円（土地₃、新築戸建93、中古戸建19、新築マンション₂、中古マンション10）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 1 10 0 ― 11件

金額 2億4,695万円（土地₁、土地購入新築₄、新築戸建₄、中古戸建₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 0 0 0 0件
金額 0円

2023年₄月　宅建ローン等の実績　（4/1〜4/30）

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
５月８日 本　部 月例法律相談 （来館相談５件）

11日 本　部 苦情解決業務委員会
12日 静　岡 県社会保険労務士会 総会
16日 本　部 第６回 支部機能移転検討特別委員会
17日 静　岡 取引士法定講習 （受講者69名）
18日 名古屋 東海不動産公取協 正副会長会・理事会
〃　 浜　松 県行政書士会 総会
19日 本　部 県不動産コンサルティング協議会 監査・理事会
22日 本　部 第２回 会務運営協議会
〃　 〃 月例法律相談 （来館相談４件）
24日 本　部 県空き家対策推進協議会 連絡会議
25日 本　部 第１回 県指定講習会 （受講者44名）
26日 静　岡 県土地家屋調査士会 総会
27日 静　岡 県司法書士会 総会
30日 静　岡 サポートセンター 株主総会
〃　 〃 定時総会（宅建協会・保証協会）、セレモニー

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談14件、電話相談247件）
Webシステムによる取引士法定講習（５月分） （受講者84名）

2023年₅月　本部活動概要
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